
                                           

                  

公聴会における意見に対する考え方 

 

平成 25 年 11 月 25 日から 29 日にかけて、県内 16 会場で都市計画法第 16 条に基づく公聴会を開催し、 

１名の公述人から意見陳述があった。 
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○近年の社会情勢（人口減少、少子・高

齢化の進行）の変化を踏まえ、拡散型

の都市づくりを転換し生活環境を重視

した持続可能な集約型の都市を実現す

るため、「地域特性に応じたコンパク

トな都市づくり」を推進する基本方針

が示されていることから賛成する。 

 

○今後も県北都市計画「都市計画区域の

整備、開発及び保全の方針」や福島県

の商業まちづくりの考え方に基づき、

中心市街地の衰退を引き起こす大型商

業施設の郊外立地を抑制するととも

に、拡散から集約型の都市づくり、震

災を踏まえた都市づくりに向け、適正

な土地利用が図られることを望む。 

 

 

・原案のとおりとします。 

 

別紙１ 


